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研究成果の概要（和文）：　本研究は、州の枠組みを越えた共通スタンダードであるコモン・コアに関する教育
政策がいかに展開したかという点、およびアメリカの公教育に与えた影響という点について学力テスト政策を軸
に分析を行うことで、現代アメリカにおける教育政策の課題について検討を行った。
　最新の状況を踏まえてコモン・コアについての検討を深める中で、コモン・コアが①新しい学力観に基づいた
学力基準を全米規模で確認することにつながったこと、②州を越えて悉皆学力テストを実施することにつながっ
たこと、③子どもについてのデータを全面的に開示できるようにしたこと、の３点を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：　　　This research focused on the recent educational policy movement called
 the Common Core State Standards in the U.S. Through examining how the Common Core had been 
introduced and spread into more than 80% of the states, this research explored its impacts on the U.
S. public educational system.
　　　As a result, this study illustrated the Common Core (i) shared academic standards based on the
 new perspectives on academic ability, (ii) introduced inter-state achievement tests for all 
students, and (iii) made education more data-driven and students’ educational data which had been 
protected by the federal law accessible to the public.

研究分野： 比較教育学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）NCLB 法制定以降の学力テスト政策 
アメリカでは、2002 年の連邦初等中等教

育法の修正（No Child Left Behind Act、以
下、「NCLB 法」と略す）以降、各州が連邦
政府の教育政策を受容し、これまでの州政府
による政策と融合させながら、スタンダード
の設定、学力テストの実施、結果に基づく是
正措置や学力不振校の再建という一連の学
力テスト政策が展開している。 
 
（２）コモン・コア導入の背景 
アメリカの教育を取り巻く社会状況や人

種構成、貧困率などは州によってまったく異
なっており、カリキュラムやテスト制度も連
邦レベルで統一されてこなかった。学習指導
要領がある日本と違って、アメリカでは高校
卒業時に身に付けている学力のばらつきの
大きさが教育課題であった。そこで、これを
解決するひとつの方策として、州の枠組みを
越えて共通した学力測定の物差しとなり得
るコモン・コア州スタンダード（Common 
Core State Standards、以下、「コモン・コ
ア」と略す）の導入が多くの州で決定された。 

2009 年６月に、全米教育長協議会（Council 
of Chief State School Officers）と全米州知
事協会（National Governors Association）
が協働で共通のスタンダードを創ることを
表明したことがコモン・コア誕生の発端であ
った。2010 年６月にはいくつかの協議会と
ワーキンググループが関わった英語と算数
／数学のスタンダードの草稿が発表され、こ
れに対して様々な関連団体がフィードバッ
クや意見を提供する段階で、ほとんどの州が
コモン・コアの導入を決めている。名称も決
定しておらず、試験的導入はおろかスタンダ
ードの内容も定まっていない状態で複数の
州が取り入れることを表明したのは異例の
ことであった。 
導入を決めた州のほとんどは、 the 

Smarter Balanced Assessment Consortium
（ SBAC ） と the Partnership for 
Assessment of Readiness for College and 
Careers（PARCC）の２つのコンソーシアム
のどちらか、もしくは両方に加盟し、スタン
ダードとスタンダードに沿った学力テスト
を州のアカウンタビリティ・システムに取り
入れた。どちらのコンソーシアムにも参加せ
ず、コモン・コアを導入しなかった州は、ア
ラスカ、ネブラスカ、テキサス、バージニア
の４州のみであった。コモン・コアはスタン
ダードの枠組みとして各州が用いることが
できるものであるが、基本的に一言一句まで
同じであることが求められ、スタンダード全
体の 15%の範囲でより難しい内容に変更す
ることが可能である。従来のスタンダードの
開発過程では、各州の学校で教えられるべき
内容を定めたスタンダードが作成され、学年
を区切ってその段階で身に付けるべき内容
を定めたベンチマークが示され、それぞれの

段階における評価基準へと詳細化されてい
た。コモン・コアでは、ベンチマークまで示
されており、共通のテストで評価が行われる
ため、州がそれぞれの特徴に応じて柔軟に対
応できる部分はほとんど存在しないのであ
る。各教科の重要事項、スタンダードの定義、
スタンダードの記述内容、学年の区切り方、
それぞれを他州と共通させていることはこ
れまでに類を見ない。 
 
２．研究の目的 
本研究は、これら一連のコモン・コアに関

する政策がどのように展開し、アメリカの公
教育にどのような影響を与えたのかについ
て、学力テスト関連の複数の事例から描き出
し、現代アメリカにおける教育政策の課題を
検討することを目的としている。 
 
３．研究の方法 
各種学術誌および論文や、公開されている

調査研究についてはできる限りインターネ
ットを通じて収集を行った。インターネット
での入手が困難な各州のデータや全米規模
の調査研究などに関しては、現地調査の際に
収集を行った。 
 
４．研究成果 
（１）先行研究における位置づけ 
NCLB 法およびコモン・コアの策定に伴う州

レベルのテスト政策分析については、これま
でに多くの研究がなされている。これら先行
研究の傾向としては、大きく３つに分類され
る。１つめは、テスト政策に関連する法律に
焦点をあててその問題点を指摘するもので
ある。レベルとウォルフらによる研究 （2009
年）では、NCLB 法が施行されて以降の７年間
の人種・民族間の学力差の変化に焦点をあて
て、この法律が修正および追加するべき点に
ついて具体的な提言をしている。ラヴィッチ
（2010 年）は、NCLB 法によって導入された
テスト、アカウンタビリティ、選択、市場と
いったビジネスモデルが公教育に悪影響を
与えることを明らかにしており、連邦教育省
の上層部として NCLB 法を推進してきた過去
から一転してこの法律を批判している。 
２つめは、子どもの学力と教育費との関係

性に焦点をあてた研究である。カレンらによ
る研究（2015 年）では、テキサス州の公立学
校における学力と支出された教育費の割合
との関係性を分析し、特に理数系科目への支
出が増加した場合に子どもの学力が向上す
ることを明らかにしている。チャン（2015 年）
はメリーランド州における教育資源の配分
についての州法の改正をはじめとする教育
財政改革を切り口に、人種・民族や親の社会
経済的地位による子どもの学力格差が縮ま
っていると言うには不十分であることを証
明している。 
３つめは、子どもの学力と教員の質との関

係性に焦点をあてた研究である。バスティア



ンらの研究（2014 年）では、ノースカロライ
ナ州の公立学校を事例に、子どもの学力に大
きな影響を与えている校長の経験や特質が
描き出されている。さらに、彼らのチームは
教員養成制度についての研究（2014 年）にお
いて、従来の大学での教員養成を経た教員よ
りも、ティーチ・フォー・アメリカ（アメリ
カの一流大学の卒業生を、教員免許の有無に
かかわらず教育困難地域にある学校に常勤
教員として２年間派遣するプログラムを運
営する教育 NPO）を経て教職に就いた教員が
子どもの学力向上について効果的であるこ
と、オルタナティブな方法で教職に就いた教
員は、理数系科目において従来の教員養成を
受けた教員より効果的でないこと、ノースカ
ロライナ州外で従来の教員養成を受けてき
た教員が小学校段階の教員の 40％を占める
にもかかわらず、州内で従来の教員養成を受
けた教員よりも効果的でないことを明らか
にしている。 
現在は子どもの学力向上に関してコスト

パフォーマンスに注目した研究と効果のあ
る教員についての研究がアメリカの教育学
界において多く発表されており、これらは教
育の効率性の追求という観点で通底してい
ると言える。一方、日本における研究では、
州ごとにそれぞれの時点での最新のスタン
ダードおよびテスト政策関連の取り組みが
取り上げられてきた。北野・吉良・大桃らに
よる研究（2012 年）において、コモン・コア
を含んだ連邦政府による教育政策および教
員政策の展開や州政府のテスト政策におけ
る課題、草の根の教育改革の動向がひとつに
まとめられ、多角的にアメリカの教育改革が
論じられている。しかしながら、アメリカの
教育改革の取り組みは変化が激しく、これま
でに書かれてきた内容とはまったく異なる
点も多々出てきている。 
本研究は、最新の状況を踏まえてコモン・

コアを論じており、コモン・コアが①新しい
学力観に基づいた学力基準を全米規模で確
認することにつながったこと、②州を越えて
悉皆学力テストを実施することにつながっ
たこと、③子どもについてのデータを全面的
に開示できるようにしたこと、の３点を明ら
かにした。 
 
（２）コモン・コア導入に関わる各州の現状 
 コモン・コアは州のスタンダードとして
2010 年から広く導入されていたが、最近では
スタンダードを新しいものに変更したり、コ
ンソーシアムを脱退したりする州が増加傾
向にある。表１は、2018 年現在の状況をまと
めたものである。 
 
表１：コモン・コアの導入状況（2018 年時点） 
州／地域 コモン・コアの導入状況 
アラバマ 廃止（コモン・コアがベース）、

2013 年 PARCC 脱退 
アラスカ 非導入（コモン・コアと類似） 

アリゾナ 継続導入、2014 年 PARCC 脱退 
アーカンソー 廃止、2015 年 PARCC 脱退 
カリフォルニ
ア 

廃止、SBAC 継続 

コロラド 廃止、2017 年 PARCC 脱退 
コネティカッ
ト 

廃止、SBAC 継続 

デラウェア 廃止、SBAC 継続 
ワシントン
DC 

廃止、PARCC 継続 

フロリダ 廃止（コモン・コアがベース）、
2013 年 PARCC 脱退 

ジョージア 廃止、2013 年 PARCC 脱退 
ハワイ 廃止、SBAC 継続 
アイダホ 廃止、SBAC 継続 
イリノイ 廃止、PARCC 継続（3-8 学年） 
インディアナ 廃止、2014 年 PARCC 脱退 
アイオワ 廃止、SBAC テスト継続 
カンザス 廃止 
ケンタッキー 廃止、2014 年 PARCC 脱退 
ルイジアナ 廃止、PARCC テスト継続 
メイン 廃止、SBAC 継続 
メリーランド 廃止、PARCC 継続 
マサチューセ
ッツ 

廃止、PARCC テスト継続 

ミシガン 継続導入、SBAC 継続 
ミネソタ 部分継続（英語のみ） 
ミシシッピ 廃止、2015 年 PARCC 脱退 
ミズーリ 廃止 
モンタナ 廃止、SBAC 継続 
ネブラスカ 非導入 
ネバダ 廃止、SBAC 継続 
ニューハンプ
シャー 

廃止、SBAC 継続 

ニュージャー
ジー 

継続導入、PARCC 継続 

ニューメキシ
コ 

廃止、PARCC 継続 

ニューヨーク 廃止 
ノースカロラ
イナ 

継続導入、SBAC テスト継続 

ノースダコタ 廃止、2013年 PARCC脱退、SBAC
継続 

オハイオ 廃止、2015 年 PARCC 脱退 
オクラホマ 廃止、2013 年 PARCC 脱退 
オレゴン 廃止、SBAC 継続 
ペンシルベニ
ア 

廃止、2014 年 PARCC 脱退 

ロードアイラ
ンド 

廃止、2017 年 PARCC 脱退 

サウスカロラ
イナ 

廃止 

サウスダコタ 廃止、SBAC 継続 
テネシー 廃止、2014 年 PARCC 脱退 
テキサス 非導入 
ユタ 継続導入 



バーモント 廃止、SBAC 継続 
バージニア 非導入 
ワシントン 廃止、SBAC 継続 
ウエストバー
ジニア 

廃止、SBAC 継続 

ウィスコンシ
ン 

廃止、SBAC 継続 

ワイオミング 廃止、SBAC テスト継続 
各州教育省 HP より筆者作成. 

 
 コモン・コアを継続して導入している州は
部分導入を含めて６州にとどまっている。
元々導入していない州は４州あり、導入から
一転して廃止に至った州は 40 州および１地
域となっている。ただし、スタンダードを廃
止したワシントン DC、イリノイ、ルイジアナ、
メリーランド、マサチューセッツ、ニューメ
キシコではPARCCの学力テストを使い続けて
おり、カリフォルニア、コネティカット、デ
ラウェア、ハワイ、アイダホ、アイオワ、メ
イン、モンタナ、ネバダ、ニューハンプシャ
ー、ノースダコタ、オレゴン、サウスダコタ、
バーモント、ワシントン、ウエストバージニ
ア、ワイオミングでは SBAC の学力テストを
使い続けている。これらの州では、新しいス
タンダードの試験的導入、および新しいスタ
ンダードに則った学力テストの開発を待っ
ている状況である。 
 
（３）コモン・コアがアメリカの公教育に与
えた影響①新しい学力観に基づいた学力基
準を全米規模で確認／共有 
 アラバマおよびフロリダではコモン・コア
が廃止されながらも、この２州の新しいスタ
ンダードはコモン・コアをベースに作成され
たものであることにも注目すべきである。
元々コモン・コアを導入していないアラスカ
のスタンダードも、内容を見てみるとコモ
ン・コアと類似していることが指摘できる。 
これは、コモン・コアがすべての子どもが

身に付けておくべき共通の知識を謳ってい
ることに起因していることが考えられる。次
に、コモン・コアでは新しい評価の考え方に
基づいた学力テストを実施することが要件
になっていることも一因として挙げられる。
コモン・コアは、３年生以上のすべての子ど
もに対して学力テストを行うことを義務付
けており、しかも、その内容は知識を問うも
のだけでなく、思考力を問う問題も一定の割
合で含まれているのである。 
つまり、コモン・コアによって、いわゆる

PISA（OECD による 15 歳生徒の学習到達度調
査。学習到達の尺度として、読解力、数学的
リテラシー、科学的リテラシーの３分野につ
いて、概念の理解度、思考プロセスの習熟度、
さまざまな状況に臨機応変に対処する能力
が調べられる）型学力や 21 世紀型スキルと
いった新しい学力観に基づいた学力基準を
全米規模で確認あるいは共有することにつ
ながったと言える。 

 
（４）コモン・コアがアメリカの公教育に与
えた影響②悉皆学力テストの越州実施 
 全米学力調査（National Assessment of 
Educational Progress; NAEP）はその名称の
とおり、全米規模の学力テストとして 1969
年から実施されている。統計的な処理によっ
て、実施年度が異なっていても結果の比較が
可能になっている。州間で結果を比較するこ
とも可能であるが、NAEP は抽出調査である点
がコモン・コアの学力テストと大きく異なる。
コモン・コアの学力テストは、対象学年のす
べての子どもが受けることを想定しており、
数年に一度実施される NAEP と違って毎年の
動向を分析することができる。同じテストを
受けた州間の比較も可能となるため、客観的
に自州の子どもの学力状況を把握すること
ができるのである。 
 スタンダードが異なっている状況では困
難だった共通学力テストの実施が、コモン・
コアによって可能になったと言える。 
 
（５）コモン・コアがアメリカの公教育に与
えた影響③子どものデータの全面開示 
 1974 年以降、子どもの教育に関わるデータ
は子どものプライバシーを守るために FERPA
（the Family Educational Rights Privacy 
Act）という法律によって開示が制限されて
いた。しかし、2008 年と 2011 年の法改正に
よって、第三者機関が保護者の了承なく子ど
もの個人情報を含むデータを閲覧すること
ができるようになった。具体的には、2008 年
の改正では、条項にあるデータを見ることが
できる「学校関係者」の範囲を教育コンサル
タントや教育産業の私企業にまで広げるこ
とによって、さまざまな研究者による分析も
進められた一方、子どものデータを市場に晒
すことになった。2011 年の改正では、子ども
のデータを学術目的以外で閲覧することが
可能になり、保護者による承諾の項目が削除
された。 
 コモン・コアを導入しその成果を評価する
際には、子どもの個人情報を含んだ詳細なデ
ータを収集することが必要不可欠であるこ
とから、コモン・コアのために法律が変えら
れ た と い う 見 方 も さ れ て い る （ U.S. 
Department of Education）。データに基づい
た教育政策の展開を要求しているコモン・コ
アの導入時期にFERPAの改正が行われたこと
によって、各州がコモン・コアを導入しやす
くなったことは確かである。 
 
（６）今後注目すべき動向 
コモン・コアの内容によって、高校段階に

おけるカリキュラムにも大きな変化が現れ
ている。カリフォルニア州サンディエゴで実
施された英語カリキュラム連携プロジェク
ト（English Curriculum Alignment Project, 
ECAP） では、大学では論証および批評、情
報伝達などを目的とした作文指導が重視さ



れることが明らかになり、これまで教材に文
学作品を多く用いてきた高校の英語カリキ
ュラムを改めるという影響が出ている。高校
の英語読解では７割をノンフィクション（情
報文や伝記など）、３割をフィクション（小
説など）に充てることが望ましいとされてお
り、コモン・コアの設計者と言われるコール
マンが大学進学テストを行っているカレッ
ジ・ボードのトップに就任したことから、大
学進学テストもこれに準拠していくものと
考えられる。 
高等教育段階においても、これまでにはな

い動きが見られる。カリフォルニア、デラウ
ェア、ハワイ、オレゴン、サウスダコタ、ワ
シントンの６州で SBAC の 11年生対象の学力
テストを受けて一定以上の水準に達した子
どもは、SBAC と連携している高等教育機関に
入学した場合、リメディアル教育（学びなお
し）が免除されることとなった。これは、子
どもがテストで一定以上の成績を収めるこ
とだけでなく、高等学校の最終学年である 12
年生の授業が SBAC と連携している高等教育
機関と協働でつくられることで、子どもの学
力レベルが保証されると解釈して実践され
ているものである。 
SBAC と連携する高等教育機関は 2017 年時

点で 197 にのぼり、その半数以上はカリフォ
ルニアにある。カリフォルニア州立大学
（California State University）の 23キャ
ンパスとコミュニティカレッジ 78 校では、
SBAC と連携することによって、高等教育段階
への進学を考えていなかった子どもが学位
を得ようとするインセンティブになること
や、リメディアル教育にかかる時間や費用を
抑えられることを連携の利点として挙げて
いる。このような形で高大連携が進むことに
よって、今後ますますコモン・コアをはじめ
とする学力テストが教育の現場に影響を与
えていくことは想像に難くない。今後の動き
にも注視していくべきであろう。 
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